
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆野町立皆野小学校  生徒指導だより   

令和５年１２月２２日  №２２ （冬休み号）  

のびのびネットワーク 
～～～～たたくくままししくく  ののびびゆゆくく  わわれれらら～～～～  

の冬休みの合い言葉！！ 

うわくにまけません

 
 

くそくをまもります 安全 100％！！ 事故 0％！！  

すんでとりくみます 勉強・運動・お手伝い・あいさつ 

んなで元気に会います １月９日！ 

 

【          】        

コロナ禍による行動制限がなくなって初めての冬休みです。今年の冬休みは祝祭日の関

係もあり、１２月２３日～１月８日までの１７日間です。旧年をふり返り、新年の目標をもつことが

できる冬休みとなるように、また、健康で安全に過ごせるよう、ご家庭でお子さんの様子につい

て確認をお願いします。 

さて、本日、久しぶりに体育館で行われた終業式で『たのしく安全な冬休みをすごすた

めに』について話をしました。具体的には【ふ・ゆ・や・す・み】の頭文字から始まる合言葉

を使い全校で確認しました。ご家庭でも、ぜひ冬休みの合言葉にして下さい。２学期の懇談

会でも資料としてお配りした《楽しい冬休みにするために》の内容が記載されている【のび

のびネットワーク】をお渡ししました。（れんらくアプリやホームページにもアップしていま

す。）各学級で《楽しい冬休みにするために》についてお子さんと共通理解をしましたが、

ご家庭でもお子さんの冬休みの安全な生活について再度ご確認ください。 

全国的にインフルエンザが流行していますが、１２月に入り、皆野小学校でもインフルエ

ンザや発熱等で体調を崩してしまう児童が多くみられました。冬休みも体調に気を付けな

がら過ごせるよう見届けをお願いします。 

１月９日（火）の始業式当日、新しい年を迎え、目標に向かって新たな気持ちで頑張る

お子さんに会えるのを楽しみにしています。３学期もどうぞよろしくお願いいたします。  

  りかえりをして新年の目標を考えます 
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☃児童のみなさんへ☃  

 ☆規則正しい生活をしましょう。 

  ☆気持ちのよい【皆野小学校のあいさつ】をしましょう。 

 ☆２学期の復習を計画的にしましょう。 

 ☆進んで家の手伝いをしましょう。 

 ☆ゲームをするときは、時間を決めましょう。 

 ☆出かける時は，必ずおうちの人に知らせましょう。 

    （だれと・どこへ・何時くらいに帰る。） 

     

※１０月～２月までの帰宅時刻は５時です。  

  

☆スーパーやコンビニには子供たちどうしでは行きません。 

☆お金の貸し借りやおごりっこはしません。 

☆交通のきまりを守りましょう。 

  ・飛び出しはしません。 

  ・自転車の二人乗りはしません。（なるべくヘルメットをかぶりましょう。） 

  ・暗くなったら自転車のライトをつけましょう。 

  ・道路や駐車場では遊びません。（ジェイボードやスケートボードなど） 

 ☆火遊び、エアガンなど危険な遊びはやめましょう。 

   ☆スマートフォン・携帯電話・ゲーム機・タブレット・パソコンなどを使って

の遊びは１日１時間等、ルールをおうちの人と話し合いましょう。 

   ☆８時過ぎのスマートフォン・携帯電話・ゲーム機・タブレット・パソコンな

どを使っての遊びはやめましょう。 

   ☆課金・ボイスチャットはおうちの人に必ず確認しましょう。 
 

 

 

 

楽しい冬休みにするために  

                              令和５年１２月２２日 

                                                        皆野町立皆野小学校 

           
Ｔel 学校（０４９４－６２－００５３） 



 
 
☃お家の方へ☃  

   

年末年始を迎える冬休みは、家の人も忙しくなることと思います。お子さ

んにとっては楽しいことが続く冬休みになるかもしれませんが、生活のリズ

ム・体調等を崩さないように次のことが守れるようよろしくお願いします。 

 

 ☆早寝・早起きを心がけてください。 

 ☆時間を決めて学習に取り組ませてください。 

 ☆家の手伝いをさせてください。 

 ☆金銭は目の届かないところに保管してください。 

 ☆お金の管理は子ども任せにしないでください。 

 ☆子どもだけでお店（コンビニを含む）やゲームセンターなどへの出入 

りはさせないでださい。 

 ☆不審者との遭遇の危険もあるので、お声がけをお願いします。 

 

   不審者に出会ったり危ない目にあったりしたときは、 

  まず秩父警察または皆野交番に連絡をしてください。 

  （学校にも連絡をお願いします。） 

 

        秩父警察署：２４－０１１０ 

                  皆野交番   :６２－００３３ 

  

☆エアガンは保護者のいないところでは使わせないでください。 

 ☆ゲームや携帯電話によるトラブルが起きないよう注意してくださ  

い。 

→スマートフォンを子どもに与える・使わせる際は親の責任と覚悟が 

必要です。与える・使わせる際は必ず家庭内でルールを作ってくだ 

さい。 

【のびのび・すくすく 皆小っ子】もあわせて 

    確認していただき、お子さんが安全で楽しい冬休みを過ごせ    

    ますようよろしくお願いいたします。 



 

 １１月２９日（水）非行防止教室（セーフティー教室） 

が行われました 

低学年：自分の身は自分で守ろう

 
 

高学年：やって良いこと悪いこと

年

：

自

分

の

身
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①一人で遊ばない 

②入口が男女一緒のトイレ 

③外から見えにくい駐車場 

④高い塀が続く道 

⑤高架下のトンネル 

⑥人のいない道 

⑦人がいない駐車場 

⑧人がいない空き地 

⑨人がいない神社 

⑩管理人のいない駐輪場 

⑪自転車置き場 

⑫落書きやゴミが多い場所 

 

かくにんです！！

 
 

◎悪い人いは、男の人（おじさん）

だけとは限らない！ 

◎知らない人にも知っている人にも

ついて行ってはいけない！ 

◎不審者は遊んでいる様子をかげか

ら見ている。 

◎不審者は後ろから近づいてくるこ

とがある。 

 

気を付けよう！！

 
 

非行とは・・・

 
 

社会のきまりやルールに外れた行いの 

こと 

 
万引き→家族に迷惑をかけるなど、失

うものが多い。 

     例えば、消しゴム 1 個にもい

ろいろな人が関わって作ら

れている。万引きされると、

お店の儲けがなくなり、お店

で働く人も生活が困る。 

※万引きを見張るだけでも犯罪！！ 

※万引きしたとわかっている物をもら

うことも犯罪！！ 

 

いじめ→心がつらいと感じること 

①心のいじめ 

②体のいじめ 

③気持ちのいじめ 

④インターネットのいじめ 

⑤お金のいじめ 

※いじめは身近 

  な問題である。 


